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２．雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 

 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業

主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は

出向に係る手当若しくは賃金等の一部を国が助成する制度です。 

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の利用状況を尋ねたところ、全体の 86.6％が「利用

なし」となっており、「利用あり」は 11.9％となっている。  

産業別にみると、概して「利用なし」の割合が高くなっているが、「製造業」（30.1％）では「利

用あり」の割合が３割を占めている。  

企業規模別で「利用あり」の割合が高いのは、「10～29 人」（16.5％）および「50～99 人」（15.4％）

規模の事業所であり、１割を超えている。（図６） 
 

図６ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の利用状況（全体、産業別、企業規模別） 
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３．就業規則  

 

常時１０人以上の労働者を使用している事業所では、必ず就業規則を作成しなければなりません。

就業規則は、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、その

ような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監

督署に届け出なければなりません。（労働基準法第８９条及び第９０条） 

 

（１）就業規則の作成 

就業規則の作成状況をみると、91.8％とほとんどの事業所が作成している。 

産業別にみると、全ての産業で就業規則を作成している割合が高くなっているが、「農・林・漁業」

では、「作成していない」が 25.0％であり、他産業と比較して高い。 

企業規模別にみると、作成していない事業所は「５～９人」（27.2％）が最も高いが、10 人以上の

企業規模になると１割未満となっており、ほとんどの事業所が就業規則を作成している。（図７） 
 

図７ 就業規則の作成（全体、産業別、企業規模別） 
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（２）就業規則の届出 

就業規則を「作成している」事業所のうち、行政官庁に就業規則を「届出ている」事業所は 87.8％、

「届出ていない」事業所が 9.5％となっている。 

産業別にみると、就業規則を届出ていない産業は、「不動産業」（40.0％）が最も高くなっている。 

企業規模別にみると、就業規則を届出ていない事業所は、「５～９人」（35.6％）が最も高いが、

10 人以上の企業規模になると１割未満となっている。（図８） 
 

図８ 就業規則の届出（全体、産業別、企業規模別） 
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４．労働条件の明示 

 

使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間・業務内容その他の労働条件を書面などで 

必ず明示しなければなりません。（労働基準法第１５条） 

 

（１）労働条件明示の有無 

労働条件の明示有無をみると、正社員・正規職員で「明示している」が９割を超え、パートタイマ

ーや契約社員に比べて高くなっている。 

産業別にみると、正社員・正規職員では、「農・林・漁業」（75.0％）以外の産業で「明示してい

る」が８割以上となっている。 

一方、パートタイマーでは、「明示している」の割合が全体で 67.2％となっており、産業別では、

「教育・学習支援」（94.1％）、「飲食店・宿泊業」（91.7％）、「医療・福祉」（90.9％）、で高

くなっている。また、契約社員では、「明示している」の割合が全体で 34.0％となっており、産業別

では、「複合サービス」（66.7％）が最も高く、ついで「金融・保険業」（53.8％）となっている。 

企業規模別にみると、概ね全ての労働条件で労働者数が多いほど、「明示している」の割合が高く

なっている。（図９～12） 

 

図９ 労働条件明示の有無（全体） 
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≪正社員・正規職員≫ 

 

図 10 労働条件の明示（全体、産業別、企業規模別）【正社員・正規職員】 
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≪パートタイマー≫ 

 

図 11 労働条件の明示（全体、産業別、企業規模別）【パートタイマー】 
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≪契約社員≫ 

 

図 12 労働条件の明示（全体、産業別、企業規模別）【契約社員】 
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（２）労働条件の明示方法 

労働条件の明示方法をみると、いずれの労働形態でも『全て「労働条件通知書」等の書面で明示』

が過半数を超えて最も高くなっているが、パートタイマー（61.6％）、契約社員（75.3％）と比較し

て、正社員・正規職員では 52.6％と割合が低くなっている。（図 13） 

産業別にみると、正社員・正規職員では、「複合サービス業」（88.9％）および「不動産業」（75.0％）

で『全て「労働条件通知書」等の書面で明示』の割合が他の産業に比べて高くなっている。パートタ

イマーでは、『全て「労働条件通知書」等の書面で明示』の割合が「金融・保険業」で 100％となっ

ている。さらに、正社員・正規社員およびパートタイマーでは、いずれも「農・林・漁業」で「全て

口頭で明示」の割合が高い傾向にある。また、契約社員では、『全て「労働条件通知書」等の書面で

明示』の割合が全体で７割を超えており、なかでも、「金融・保険業」、「農・林・漁業」、「電気・

ガス・熱供給・水道業」、「不動産業」では 100％となっている。 

企業規模別にみると、概ねいずれの労働形態でも、企業規模が小さいほど「全て口頭で明示」の割

合が高くなっているが、企業規模が「300 人以上」になると『全て「労働条件通知書」等の書面で明

示』の割合が８割以上を占めている。（図 14～16） 

 

図 13 労働条件の明示方法（全体） 
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≪正社員・正規職員≫ 

 

図 14 労働条件の明示方法（全体、産業別、企業規模別）【正社員・正規職員】 
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≪パートタイマー≫ 

 

図 15 労働条件の明示方法（全体、産業別、企業規模別）【パートタイマー】 
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その他 無回答
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≪契約社員≫ 

 

図 16 労働条件の明示方法（全体、産業別、企業規模別）【契約社員】 
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５．時間外労働 

 

使用者が労働基準法第３２条で定める労働時間を超えて労働時間を延長し又は休日に労働をさせ

る場合は、使用する労働者の数に関わりなく、必ず、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは

その代表者との間で法の定める限度内において労働時間や休日に関する協定を定め、労働基準監督署

に届け出なければなりません。（労働基準法第３６条） 
 

（１）時間外労働協定（３６
サブロク

協定）の有無 

時間外労働協定（３６協定）についてみると、「ある」が 72.6％、「ない」が 26.7％となっている。 

産業別にみると、時間外労働協定（３６協定）が「ある」と回答した事業所は、「複合サービス業」

（100.0％）、「運輸業」（93.8％）で高い割合を占めている一方で、「不動産業」では 40.0％と特

に低くなっている。  

企業規模別にみると、労働者数が少ないほど、時間外労働協定（３６協定）が「ある」割合は低下

する傾向にあり、特に「５～９人」の企業では 40.8％となっている。（図 17） 
 

図 17 時間外労働協定（３６協定）の有無（全体、産業別、企業規模別） 
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５～９人

ある ない 無回答



  - 22 -

（２）時間外労働協定（３６協定）の限度時間 

時間外労働協定（３６協定）が「ある」と回答した事業所に対して、１週間および１か月の時間外

労働協定の限度時間を尋ねたところ、限度基準の「１週間 15 時間以内、１か月 45 時間以内」を満た

している事業所は全体で 56.4％となっている。 

産業別にみると、限度基準を満たしている事業所は、「不動産業」（100.0％）、「教育・学習支援」

（72.7％）、「医療・福祉」（70.4％）で高い一方、「金融・保険業」（27.3％）、「飲食店・宿泊

業」（33.3％）で低くなっている。  

企業規模別にみると、「10～29 人」、「30～49 人」規模では、限度基準を満たしている事業所が６

割を超えているのに対し、50 人以上の規模になると４～５割程度となっている。（図 18） 
 

図 18 時間外労働協定（３６協定）の限度時間（全体、産業別、企業規模別） 
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６．労働時間制度 

変形労働時間制の導入状況をみると、「１年単位の変形労働時間制」を導入している事業所は 34.3％、 

「１か月単位の変形労働時間制」を導入している事業所は 22.0％であるのに対して、「１週間単位の

非定型的変形労働時間制」を導入している事業所は 4.6％、「フレックスタイム制」を導入している

事業所は 5.5％となっている。（図 19） 

 

図 19 労働時間制（全体、産業別、企業規模別） 
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（１）変形労働時間制  

①１年単位の変形労働時間制 

「１年単位の変形労働時間制」の導入状況を産業別にみると、「製造業」（55.9％）が最も高く、

次いで「教育・学習支援」（47.1％）、「建設業」（45.5％）となっている。 

企業規模別に「１年単位の変形労働時間制」の導入状況をみると、企業規模が 10 人以上 300 人未満

の企業では、導入している事業所の割合が４割を超えている一方で、企業規模「300 人以上」と「５

～９人」では、導入状況が２割程度となっている。（図 20） 

 

図 20 １年単位の変形労働時間制の導入状況（全体、産業別、企業規模別） 
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②１か月単位の変形労働時間制 

「１か月単位の変形労働時間制」の導入状況については、いずれの産業でも「導入していない」事

業所の割合が高い傾向にあるが、「医療・福祉」では制度を導入している事業所が４割を超えている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど制度を「導入している」事業所の割合が増加する

傾向にあり、100 人以上の事業所では「導入している」事業所の割合が３割を超えている。（図 21） 

 

図 21 １か月単位の変形労働時間制の導入状況（全体、産業別、企業規模別） 
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③１週間単位の非定型的変形労働時間制 

「１週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入状況についてみると、「情報通信業」（27.3％）

と「不動産業」（20.0％）では制度を導入している事業所の割合が２割程度であるが、その他の産業

では「導入していない」事業所の割合が７割を超えている。 

企業規模別にみても、規模の大小にかかわらず制度を「導入していない」事業所の割合が高い。（図

22） 

 

図 22 １週間単位の変形労働時間制の導入状況（全体、産業別、企業規模別） 
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④フレックスタイム制 

「フレックスタイム制」の導入状況については、「情報通信業」（27.3％）、「金融・保険業」（23.1％）、

「複合サービス業」（22.2％）では、制度を「導入している」事業所の割合が２割を超えているが、

その他の産業では、「導入していない」事業所の割合が高くなっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど制度を「導入している」事業所の割合が増加する

傾向にあり、「300 人以上」の事業所では「導入している」事業所の割合が 16.9％となっている。（図

23） 

 

図 23 フレックスタイム制の変形労働時間制の導入状況（全体、産業別、企業規模別） 
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10～29人

５～９人

導入している 導入していない 検討中 無回答
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（２）裁量労働制  

裁量労働制を導入している事業所は、全体の 3.6％とわずかである。産業別にみると、「不動産業」

（40.0％）で「検討中」の事業所の割合が高くなっているが、その他の産業では、「導入していない」

事業所の割合が過半数を超えている。 

企業規模別にみると、規模の大小にかかわらず、「導入していない」事業所の割合が高くなってい

る。（図 24） 

 
図 24 裁量労働制の導入状況（全体、産業別、企業規模別） 
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（３）その他の勤務制度  

① 在宅勤務制度・テレワーク等による勤務制度 

「在宅勤務制度」を導入している事業所は 0.8％とわずかである。さらに、「テレワーク等による

勤務制度」を導入している事業所も全体の 0.2％となっている。 産業別にみると、「不動産業」で「在

宅勤務制度」および「テレワーク等による勤務制度」の導入を「検討中」の割合が高くなっている。

その他の産業では、「在宅勤務制度」、「テレワーク等による勤務制度」については「導入していな

い」事業所の割合が高い。 

企業規模別にみると、「在宅勤務制度」、「テレワーク等による勤務制度」ともに、規模の大小に

かかわらず、制度を「導入していない」が８割程度を占めている。 

 

② 時差出勤制度 

「時差出勤制度」を導入している事務所は、11.6％とわずかである。産業別にみると、「複合サー

ビス業」（33.3％）および「金融・保険業」（30.8％）で制度を「導入している」事業所の割合が３

割を超えており、「不動産業」（40.0％）で制度導入を「検討中」の事業所の割合が高くなっている。 

企業規模別にみると、10 人以上の事業所では、概ね１割以上が「時差出勤制度」を導入しているが、

「５～９人」の事業所の導入割合は 4.0％となっている。（図 25） 
 

図 25 時差出勤制度の導入状況（全体、産業別、企業規模別） 
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７．週休制 

週休制の形態をみると、「その他」の割合が 28.5％と最も多くなっているが、「その他」以外では

「完全週休２日制」（24.5％）が最も多く、これに月１回以上の週休２日制を導入している事業所を

含めると、全体の 57.1％を占める。 

産業別にみると、「完全週休２日制」の割合は、「金融・保険業」が 100.0％で最も高く、次いで

「電気・ガス・熱供給・水道業」が 50.0％、「複合サービス業」が 44.4％となっている。  

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど、「完全週休２日制」の導入割合が高くなる傾向

にあり、企業規模「300 人以上」（53.9％）で最も高くなっている。一方、企業規模「５～９人」の

事業所では、「完全週休２日制」の導入割合は 13.6％になっており、「週休１日制」（26.4％）、「週

休１日半制」（4.0％）の割合が全体の３割強を占めている。（図 26） 
 

図 26 週休制（全体、産業別、企業規模別） 
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８．正社員・正規職員の年次有給休暇制度 

 

年次有給休暇は、雇い入れの日から６か月間継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤した労働者

に対して最低１０日を与え、以後継続勤務年数が１年増すごとに加算した日数（最高２０日）の有給

休暇を与えなければなりません。いわゆるパートタイマー、契約社員についても、原則として同様に

扱うことが必要です。なお、週所定労働時間が３０時間未満のいわゆるパートタイム労働者の場合は、

その勤務日数に応じて比例付与されます。（労働基準法第３９条） 
 

（１）年次有給休暇制度の有無  

年次有給休暇制度についてみると、全体では「ある」と回答した事業所が 89.4％、「ない」と回答

した事業所が 10.1％となっている。  

産業別にみると、年次有給休暇制度が「ない」と回答した事業所は「不動産業」が 40.0％で最も高

く、次いで「農・林・漁業」「飲食店・宿泊業」が 25.0％、「情報通信業」が 18.2％となっている。  

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど、年次有給休暇制度の導入割合が高くなる傾向に

あるが、企業規模「５～９人」の事業所では、年次有給休暇制度の導入割合が 69.6％となっている。

（図 27） 

図 27 年次有給休暇制度の有無（全体、産業別、企業規模別） 
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（２）年次有給休暇の付与日数 

年次有給休暇が「ある」と回答した事業所のうち、「年次有給休暇を所定の表の通り付与している」

と回答した事業所は 78.6％、「年次有給休暇を表以上の日数付与している」と回答した事業所は 9.7％、

「年次有給休暇を表以下の日数付与している」と回答した事業所は 8.0％となっている。 

「所定の表以下の日数付与している」の割合を産業別にみると、「飲食・宿泊業」が 16.7％で最も

高く、次いで「建設業」が 15.2％、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 12.5％となっている。 

企業規模別にみると、企業規模「５～９人」では、「所定の表以下の日数付与している」の割合が

２割を超えている一方で、「300 人以上」では３割弱と高くなっている。（図 28） 

 

図 28 年次有給休暇の付与日数（全体、産業別、企業規模別） 
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【所定の表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６
か
月

１
年
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か
月

２
年
６
か
月

３
年
６
か
月

４
年
６
か
月

５
年
６
か
月

６
年
６
か
月
以
上

５日以上 ２１７日以上

４    日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

３    日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日

２    日 ７３ ～ １２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１    日 ４８  ～  ７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

３０時間未満

雇い入れの日から起算した継続勤務期間の区
分に応ずる年次有給休暇の日数

１０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日
３０時間以上

　週所定
　労働時間

　週所定
　労働日数

１年間の所定労働日数
（週以外の期間によって
労働日数が定められて
いる場合）
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（３）年次有給休暇取得率 

年次有給休暇取得率をみると、全体では、「10％以上 30％未満」が 30.3％で最も多く、次いで「10％

未満」が 30.1％、「30％以上 50％未満」が 15.8％となっており、取得率が 50％未満の事業所が 76.2％

と過半数を占めている。  

産業別にみると、取得率が「10％未満」の割合は、「飲食店・宿泊業」が 66.7％で最も高く、次い

で「建設業」が 51.1％、「卸売・小売業」が 42.7％となっている。  

企業規模別にみると、企業規模が 50 人以上の事業所では、取得率が「10％未満」の割合が、２～３

割程度となっているのに対して、企業規模「５～９人」では、４割を超えている。（図 29） 
 

図 29 年次有給休暇の取得率（全体、産業別、企業規模別） 
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5.4

13.3

33.3

3.5

5.6

2.7

2.0

2.5

4.6

5.3

5.4

6.8

11.1

3.4

7.7

4.1

9.3

3.4

6.8

4.0

11.3

3.9

5.7

0% 25% 50% 75% 100%

全 体 （N=565）

建設業

製造業

運輸業

情報通信業

卸売・小売業

飲食店・宿泊業

金融・保険業

医療・福祉

教育・学習支援

農・林・漁業

鉱業

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業

複合サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

その他

300人以上

100～299人

50～99人

30～49人

10～29人

５～９人

10％未満 10％以上

30％未満

30％以上

50％未満

50％以上

70％未満

70％以上

90％未満

90％以上 無回答
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９．定年制 

（１）定年制の定め方 

定年制の定め方についてみると、「一律に定めている」（80.9％）が最も高く、全体の８割を占め

ている。 

産業別にみると、「一律に定めている」の割合が概ね高くなっているが、「教育・学習支援」では

「職種別に定めている」（29.4％）の割合が、「不動産業」では「定めていない」（60.0％）の割合

が他の産業に比べて高くなっている。  

企業規模別でも、企業規模に関わらず、「一律に定めている」事業所の割合が最も高くなっている

が、企業規模「５～９人」では、「定めていない」も 41.6％と比較的高い割合を占めている。（図 30） 

 

図 30 定年制の定め方（全体、産業別、企業規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.9 3.0 15.0 0.5 0.6

0% 25% 50% 75% 100%

全 体 （N=632）

一律に

定めている

職種別に

定めている

定めていない その他 無回答

産
業
別

企
業
規

模
別

80.9

81.8

88.2

78.1

72.7

80.6

62.5

100.0

87.0

52.9

75.0

87.5

40.0

100.0

76.9

89.9

90.4

96.2

90.5

81.7

56.0

3.0

2.7

6.3

2.2

4.2

3.9

29.4

2.2

7.9

2.7

1.9

3.2

2.2

1.6

15.0

14.5

11.8

9.4

27.3

17.2

33.3

7.8

17.6

25.0

12.5

60.0

17.6

1.1

6.8

1.9

4.8

14.3

41.6

0.5

1.3

2.2

1.6

0.9

0.6

0.9

6.3

1.1

1.1

0.9

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

全 体 （N=632）

建設業

製造業

運輸業

情報通信業

卸売・小売業

飲食店・宿泊業

金融・保険業

医療・福祉

教育・学習支援

農・林・漁業

鉱業

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業

複合サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

その他

300人以上

100～299人

50～99人

30～49人

10～29人

５～９人

一律に

定めている

職種別に

定めている

定めていない その他 無回答
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（２）一律定年制の定年年齢 

一律定年制を実施している事業所の定年年齢をみると、「60 歳」が 79.9％と最も高く、次いで「65

歳以上」が 13.1％、「61～64 歳」が 4.9％となっている。 

産業別にみると、いずれの産業も概ね「60 歳」定年制を採用している事業所が多いが、「医療・福

祉」（23.9％）では「65 歳以上」の割合が、「情報通信業」（25.0％）では「61～64 歳」の割合が、

比較的高くなっている。  

企業規模別にみると、100 人以上の比較的企業規模の大きな事業所では「60 歳」定年制の割合が９

割を超えている。（図 31） 

 

図 31 一律定年制の定年年齢（全体、産業別、企業規模別） 
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全 体 （N=533）

65歳以上 61～64歳 60歳 59歳以下 無回答

産
業
別

企
業
規

模
別

13.1

20.4

17.1

7.4

9.9

12.5

23.9

6.8

3.4

4.4

17.6

13.3

15.9

22.2

4.9

8.6

1.2

25.0

4.5

2.8

14.3

14.3

6.8

2.3

2.9

3.9

1.7

7.2

6.9

79.9

67.7

81.7

92.6

75.0

84.7

81.3

100.0

71.8

85.7

100.0

85.7

100.0

100.0

79.7

94.3

92.6

78.4

80.0

75.4

63.9

0.8

2.2

0.9

1.4

0.5

4.2

1.3

1.1

6.3

1.4

5.4

5.0

1.0

2.8

0% 25% 50% 75% 100%

全 体 （N=533）

建設業

製造業

運輸業

情報通信業

卸売・小売業

飲食店・宿泊業

金融・保険業

医療・福祉

教育・学習支援

農・林・漁業

鉱業

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業

複合サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

その他

300人以上

100～299人

50～99人

30～49人

10～29人

５～９人

65歳以上 61～64歳 60歳 59歳以下 無回答



 

   - 37 -

10．定年後の雇用状況 

 

 急速な高齢化の進行等に対応し、高齢者の安定した雇用の確保等を図るための措置が平成１８年４

月１日より施行され、事業主は、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、

のいずれかの措置を講じなければならないとともに、高齢者の再就職の促進に関する措置を充実する

ほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ること

とされています。 

 

（１）定年到達者の勤務延長または再雇用制度の有無 

定年後の再雇用制度についてみると、全体では「制度あり」と回答した事業所が 89.3％、「制度な

し」と回答した事業所が 9.9％となっている。  

定年後の再雇用制度がないと回答した事業所を産業別にみると、「農・林・漁業」が 33.3％で最も

高く、次いで「建設業」が 20.4％となっている。  

企業規模別にみると、10 人以上の事業所では、再雇用制度の導入割合が約９割を占めているが、企

業規模「５～９人」では「制度なし」の割合が 31.9％と比較的高い。（図 32） 
 

図 32 定年到達者の勤務延長または再雇用制度の有無（全体、産業別、企業規模別） 
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全 体 （N=533）

制度あり 制度なし 無回答

産
業
別

企
業
規

模
別

89.3

77.4

89.0

96.3

100.0

91.0

87.5

84.6

94.4

100.0

66.7

100.0

100.0

88.9

93.2

97.7

97.1

94.1

88.3

90.3

66.7

9.9

20.4

9.8

9.0

12.5

15.4

5.6

33.3

11.1

6.8

1.1

1.5

5.9

11.7

9.2

31.9

0.8

2.2

1.2

3.7

1.1

1.5

0.5

1.4

0% 25% 50% 75% 100%

全 体 （N=533）

建設業

製造業

運輸業

情報通信業

卸売・小売業

飲食店・宿泊業

金融・保険業

医療・福祉

教育・学習支援

農・林・漁業

鉱業

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業

複合サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

その他

300人以上

100～299人

50～99人

30～49人

10～29人

５～９人

制度あり 制度なし 無回答
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（２）勤務延長・再雇用の最高年齢の定め方 

定年後の再雇用制度を実施している事業所の最高年齢の定めについてみると、「定めている」が

63.2％、「定めていない」が 33.6％となっている。 

産業別にみると、「定めている」の割合が概ね 6 割を超えているが、「建設業」（51.4％）、「飲

食店・宿泊業」（50.0％）、「農・林・漁業」（50.0％）では「定めていない」の割合が５割を超え、

他の産業に比べて高くなっている。  

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど、最高年齢を「定めている」事業所の割合が高く

なる傾向にある。（図 33） 

 

図 33 勤務延長・再雇用の最高年齢の定め方（全体、産業別、企業規模別） 
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61.5
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58.3

69.8

58.5

25.0

33.6

51.4

31.5

38.5

12.5

27.7

50.0

18.2

43.3

28.6

50.0

28.6

12.5

20.3

14.1

19.7

39.6

26.4

39.2

68.8

3.2

4.2

1.4

2.0

14.3

1.5

8.7

3.5

3.0

2.1

3.8

2.3

6.3

0% 25% 50% 75% 100%

全 体 （N=476）

建設業

製造業

運輸業

情報通信業

卸売・小売業

飲食店・宿泊業

金融・保険業

医療・福祉

教育・学習支援

農・林・漁業

鉱業

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業

複合サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

その他

300人以上

100～299人

50～99人

30～49人

10～29人

５～９人

定めている 定めていない 無回答
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（３）勤務延長・再雇用の最高年齢 

定年後の再雇用制度を実施している事業所の最高年齢をみると、「65 歳以上」が 67.8％と最も高く、

次いで「61～64 歳」が 29.9％となっている。 

産業別にみると、いずれの産業も概ね最高年齢を「65 歳以上」としている事業所が多いが、「農・

林・漁業」（50.0％）では「61～64 歳」の割合が、他の産業に比べて比較的高くなっている。  

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど最高年齢を「65 歳以上」とする事業所の割合が増

加する傾向にあるが、企業規模「５～９人」では、「61～64 歳」の割合が５割を占めている。（図 34） 
 

図 34 勤務延長・再雇用の最高年齢（全体、産業別、企業規模別） 
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５～９人

65歳以上 61～64歳 60歳 59歳以下 無回答
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（４）勤務延長・再雇用の適用対象者 

定年後の再雇用制度が適用される対象者の範囲をみると、「希望者の一部」が 51.1％と最も高く、

次いで「希望者全員」が 45.6％となっている。 

産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」（71.4％）では「希望者全員」の割合が、「金

融・保険業」（90.9％）と「農・林・漁業」（75.0％）では「希望者の一部」の割合が、他の産業に

比べて比較的高くなっている。  

企業規模別にみると、50 人以上の事業所では、「希望者の一部」の割合が５割を超えている一方で、

10～49 人の事業所では「希望者全員」の割合が比較的高くなっている。（図 35） 

 

図 35 勤務延長・再雇用の適用対象（全体、産業別、企業規模別） 
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希望者全員 希望者の一部 無回答
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